
■問い合わせ先／防災安全課  ☎88・2601市政情報
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ほっとネット 　  せと援応動活 ジーペ民市

1日元気スクール 尾張旭市総合体育館
アリーナ・武道場
参加無料

パルティせと4階
マルチメディアルーム 
参加無料　先着順

NPO法人
こころとまなびどっとこむ
☎052・452・1136（尾崎）

市民活動センター登録団体の皆さんからお寄せいただいた情報を掲載していきます。どしどし情報をお寄せください！

市民活動センター（栄町４５パルティせと３階）　☎９７・１１６１　ＦＡＸ ９７・１１７１
Ｅメール  seto-npo@ma.gctv.ne.jp  ホームページ  http://www.gc-net.jp/seto-npo/

■赤津の自然を育てる会

9/23 祝
午後1時～4時30分 親子からて・気功・アニメーション映像

中山道ウオーク　パート3 集合場所/名鉄御嵩駅前
参加費：300円  当日受付

瀬戸市愛歩会
☎080・3065・7275（松原）

10/2 日
午前9時30分集合

親子英語リズム体操 市体育館第３競技場
参加費：3,000円（6回分）

ライノーキッズ
☎090・8339・6092（澤）

10/6　～木
午前11時45分～午後0時30分 対象：2～3歳児と親

元気の種まきやプロジェクト パルティせと４階第１学習室
参加無料　先着100人まで

ガールスカウト愛知第66団
☎48・2695（市川）

10/8 土
午前10時30分～午後3時 「大きな絵本の読み聞かせ」とメッセージづくり

conmig fino
～ハンドメイド雑貨でつながろう～

cafe LEPAN　デッキ
（高根町）　入場無料

Mama's smiles with fino
☎090・1357・7640（山田）

10/13 木
午前11時～午後3時

いつまでも若く楽しく
～災害にも負けない体力づくり～ パルティせと５階アリーナ

入場無料
いこまいか幡山
☎83・9065（田中）

10/10 祝
午後1時30分～3時30分

被災地支援チャリティ・キャンドルナイト
＠ せと２０１１～優しさのあかりを灯す～

絵本作家サトシンのおてて絵本
＆ねこの絵本よみまショー

文化センター
文化ホール前
①参加費：300円　②参加無料

高森窯業チャリティ・
キャンドルナイト
実行委員会
☎090・4139・4282（小澤）

9/24 土
①午前10時～午後4時
②午後6時～8時

9/24 土 午前11時～午後2時～

9/25 日 午前11時～

①チャリティキャンドル作り教室
②キャンドルアート点灯
　（フリーライブ・紙芝居劇場）

申込・
問い合わせ先

日　　時 イベント名・内容 場 所 な ど 問い合わせ先

住みやすいまちづくりのためにいきいきとした活動を行っている「環境保全」の団体を紹介します。　　

　春の女神ともいわれるギフチョウ(アゲハチョウ科)は、東アジア特産の原始的
なチョウで日本の特産種、絶滅危惧種Ⅱ類に指定され本州のみに生息しています。
しかし、開発や地球環境の変化でどんどん減少しています。
　私たちはこの状況を見て何とか少しでも自然を保護していけたらと、平成15年
に活動を立ち上げ、東明小学校裏の北の森に、ギフチョウの生息に欠かせないカ
ンアオイやカタクリ、ショウジョウバカマなどの育成、赤津インター東にあるビオ
トープの維持管理など、総勢35人ほどで気軽に和気あいあいと自然保護活動に
取り組んでいます。

日　　時 イベント名・内容 場 所 な ど
パルティせと5階
アリーナ  参加無料

Make a CHANGE Day（全国一斉一日ボランティアデー）
みんなでやろうよ「防災ボランティア」 ※東北物産展もあり

市 民 活 動 セ ン タ ー 情 報

イ ベ ン ト 情 報

10/22 土 午前10時～
午後3時

ほっとネット＊せと
  

　この条例は、市、市民、事業者などが一体となって、地域経済や市民生活の場から暴力団を排除し
安全で平穏な瀬戸市を確立するために制定されました。

・暴力団が事業活動や市民生活に不当な影響を与える存在であることの共通認識を持つこと
・「暴力団を利用しないこと」「暴力団に協力しないこと」「暴力団と交際しないこと」
・市、市民、事業者が相互に連携し、協力して取り組むこと

瀬戸市暴力団排除条例が
10月1日から施行となります
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おてて絵本普及協会・
あいち支部
☎090・6518・0184（高橋）

パルティせと4階
マルチメディアルーム 
有料  締切：１０/１１（火）

せと・市民塾  塾生募集（全８回）
多彩な講師陣と楽しく学び、楽しく体験

10/27 ～木
午前10時～
11時50分3/22 木

NPO法人
ネットワーク・せとっこ
☎090・8336・8476（荒井）

※毎週木曜
　全6回

講師：加藤  智子さん

雨天10/
18（火）

日本舞踊  左門流  正園会
日本舞踊公演

尾張旭市文化会館 大ホール
入場無料・粗品進呈

左門流  正園会
☎53・5259（左門正園）

10/23 日
午前10時開場、１０時３０分開演

基本理念

・市民、事業者の協力を得るとともに、愛知県暴力追放運動推進センターなどと連携を図りながら、暴力団
　排除に関する施策を実施すること
・暴力団の排除に関する情報を知ったときは、警察署など関係行政機関に情報提供すること

市の責務

・（共通の責務）市が実施する暴力団の排除に関する施策への協力や情報の提供
・（市民の責務）自主的で相互に連携した暴力団排除活動の実施
・（事業者の責務）行う事業により暴力団に利益を与えないようにすること

市民と事業者の責務

・市の公共工事や事務・事業からの暴力団関係者などの排除
・市の公共施設などが暴力団の活動に利用されることにより、暴力団の利益になると認める場合は使用な
　どの不許可、取り消しなど
・市民などが行う暴力団排除活動に対する支援と情報提供
・暴力団の排除の気運を醸成するための広報・啓発活動

　暴力団の排除活動などにより、暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察が保護
のための必要な措置を実施します。

・事業者が、暴力団員などに対して金品を渡すことの禁止（金品を受け取った暴力団員なども同じ）　
　→悪質な行為は「勧告・氏名などの公表」　
・暴力団事務所として使用されることを知って、不動産の譲渡などの契約をすることの禁止（代理・媒介
　する者も同じ）
　→悪質な行為は「勧告・氏名などの公表」

・学校などの敷地の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設・運営の禁止
　→違反者は「罰則」（1年以下の懲役または50万円以下の罰金）
・暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止
　→違反者は「中止命令」。命令違反者は「罰則」（6か月以下の懲役または50万円以下の罰金）

基本的な施策

断る勇気。断つ勇気。

主な禁止行為（罰則）

主な禁止行為（行政的な措置）

※本市にも適用される主な規定

愛知県暴力団排除条例（平成23年4月1日施行）との関係

御嵩宿（16km）


